
生徒心得  

  

神川中学校生徒は、中学生として明るく楽しく規律のある学校生活をつくりあげ、一人ひとりの自主性や協調性を

伸ばしていくために生徒心得を定め、守るようにする。  

  

登下校  

1. 8 時 25 分までに登校し、放課後 4 時までに下校しよう。欠席・遅刻の連絡はすぐーるを利用するか、保護者

が直接連絡してください。  

2. 学校、学級、生徒会活動、部活動で残る時は、担任、顧問の先生の直接指導により下記の時間まで活動でき

る。  

① 2 月下旬～10 月下旬 午後 4 時 55 分完全下校  

② 10 月下旬～2 月下旬 午後 4 時 45 分完全下校  

※ 始業式、終業式、休暇中などは別に定める。  

3. 登下校中は交通ルールを守ろう。  

4. 登下校中の飲食は止めよう。  

5. 登下校時には農道や田畑内を通らない。  

6. 学校へは正門・南門から出入りしよう。  

7. 自転車通学は絶対にしない。  

  

授業時  

１． 始業のチャイムまでに自分の席（集合場所）に着いて授業の準備をしよう。  

２． 5 分経っても先生が来られない時には係の人が職員室へ連絡に行こう。  

  

休憩時  

１． 他の人に迷惑をかけないように、生徒一人ひとりが気持ち良く過ごせる休憩にしよう。  

２． 教室、廊下、階段、中庭などで危険な遊びはしないようにしよう。  

３． 学習に不必要な物は持ってこないようにしよう。  

  

 



礼儀  

１． 学校に来られた人には積極的にあいさつをしよう。  

２． ていねいでけじめのある言葉づかいを心掛けよう。  

３． 職員室に入る時にはしっかりと要件を言おう。  

  

服装 

神川中学校の生徒として、きまりを守る気持ちと自主性が高まるように心掛け、正しい服装で学校生活を送ろう。

（詳細は別紙で連絡）  

1. 通学服  

・指定のポロシャツとブレザーを着よう。  

（ブレザーの着用は気温に応じて）  

・ポロシャツの下のシャツ類は白・黒・紺・茶・灰色などの派手でないものにしよう。  

＊ハイネックは不可とします。  

・スカートの長さは、ひざ程度にしよう。  

・ブレザーだけで寒い時は無地（ワンポイント可）のセーターなどを着てもよい。  

更に、防寒着（コート類）や防寒具（手袋・マフラーなど）を着用する時は、登下校の時だけにしよう。  

＊ベストの着用は通年認める。（夏も可。）  

2. 頭髪  

・清潔感のある頭髪にしよう。  

・パーマ・毛染め等の髪の毛の加工をしない。  

・髪をまとめる時のゴムなどは派手でないものにしよう。  

3. アクセサリー、化粧  

・アクセサリー（ネックレス、ピアスなど）は身につけない。  

・化粧はしない。  

4. 靴  

・スポーツシューズをはこう。（体育の授業や学校行事に適したもの）  

5. ソックス  

・白・黒・紺・茶・灰色などの派手でないものにしよう。  

・タイツを着用する場合も黒などの派手でないものにしよう。  

  



美化保健衛生  

1. 教室や校舎の美化につとめ、学習により良い環境をつくっていこう。  

2. 清掃は責任を持って行い、清掃用具も大切にあつかおう。  

3. トイレは正しく使用し、美化につとめよう。  

  

公共物  

1. 学校にある校具や備品はみんなの物であることを自覚してていねいに扱い、後輩たちにも使えるように心掛け

よう。  

2. 誤って破損した時には、すぐに担任の先生や係の先生に届けよう。  

3. 学校の諸施設や校具を使いたい時は、担任の先生や係の先生に届けよう。  

  

風紀  

1. 学校生活の中の問題点は学活などで積極的に話し合いができるようにしよう。  

2. 欠席や遅刻、早退の時は必ず担任の先生に届けよう。  

3. 登校してから下校までは無断で校外に出ないようにしよう。特別に必要な時は担任の先生に許可をもらおう。  

4. 昼食は持参するようにし、校外に買いに出ないようにしよう。どうしても用意ができなかった場合は担任の先生

に相談しよう。  

5. 昼食時以外での食事は禁止。  

6. 不要な金品を持って来ないようにしよう。  

7. 教室移動や体育の授業などでは、貴重品は先生に預けるようにしよう。  

8. 所持品には名前を書いておこう。  

  

校外での生活  

1. 校外でも神川中学校生徒としての自覚のある行動をしよう。  

2. 家庭での学習を積極的にしよう。  

3. 外出する時は、行き先や帰宅時刻を家の人にしっかりと伝えておこう。  

4. 他校へは、部活動の試合等以外行かないようにしよう。  

5. 繁華街への出入りには節度を持とう。  

6. キャンプやサイクリング、登山などは責任の持てる大人が同伴しない時は行かないようにしよう。  

7. 法律で禁止されている行為は絶対にしないようにしよう。（喫煙、バイクの無免許運転など）  



校則 について   

令和 6 年度校則（令和 6 年４月１日時点）   

本校では生徒会を通じて生徒が主体的に関わる校則の見直しを進めています。  

 

 



 
 


